
国
民
年
金
保
険
料
を
変
更

　

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の
月

額
が
１
万
６
５
９
０
円
に
な
り
ま
す
。

（
付
加
保
険
料
は
変
更
な
し
）

　

ま
た
、
納
付
書
で
前
納
し
た
場
合

の
割
引
額
は
２
年
度
分
で
１
万
４
５

４
０
円
、
１
年
度
分
で
３
５
３
０
円
、

６
カ
月
分
で
８
１
０
円
で
す
。

　

納
付
書
で
の
前
納
は
、
任
意
の
月

分
～
翌
年
度
末
の
分
を
前
納
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
専
用

の
納
付
書
が
必
要
で
す
の
で
、
守
口

年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
１
年
度
分
・
６
カ
月
分
の
前
納
用

納
付
書
は
４
月
上
旬
に
送
付

※
２
年
度
分
の
前
納
用
納
付
書
は
守

口
年
金
事
務
所
に
申
し
込
み

４
月
か
ら
年
金
手
帳
が

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
に

変
わ
り
ま
す

　

４
月
以
降
、
新
た
に
年
金
制
度
に

加
入
す
る
人
や
年
金
手
帳
の
紛
失
な

ど
で
再
発
行
を
希
望
す
る
人
に
は
、

基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
発
行
し
ま

す
。

※
す
で
に
年
金
手
帳
を
持
っ
て
い
る

人
に
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
の

発
行
は
な
し
。
引
き
続
き
、
年
金

手
帳
を
使
用

※
年
金
に
関
す
る
照
会
や
申
請
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
で
も
可

問
合
先

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

門
真
市
第
２
次
人
権
教
育
・

人
権
啓
発
推
進
基
本
計
画
を
策
定

　

お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
、
誰
も

が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
め
ざ
す

た
め
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
期
間

　

４
年
度
～
13
年
度

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

人
権
に
関
す
る
相
談

　

相
談
は
す
べ
て
無
料
で
す
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

◆
人
権
相
談
員
に
よ
る
相
談

と
き　

平
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

と
こ
ろ

　

人
権
市
民
相
談
課

相
談
員

　

市
人
権
協
会
相
談
員

◆
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談

と
き　

第
２
・
第
４
水
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ

　

相
談
室
２
（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員
（
人
権
擁
護
委
員
）

　

大
西
孝
治
、
玄
番
允
子
、
佐
野
幸

雄
、
白
土
清
治
、
中
道
文
夫
、
西

川
和
彦
、
野
口
美
寿
、
畑
智
恵
子
、

濵
田
和
則
、
船
越
ま
り
子

◆
人
権
擁
護
委
員
会
特
設
人
権
相
談

　

５
月
１
日
㈰
～
７
日
㈯
の
「
憲
法

週
間
」
に
合
せ
て
開
設
し
ま
す
。

と
き　

５
月
２
日
㈪

　

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ

　

相
談
室
２
（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

申
込
方
法

　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

４
年
度
固
定
資
産
税
の

縦
覧
と
閲
覧

◆
縦
覧
制
度

　

土
地
の
納
税
者
は
土
地
価
格
等
縦

覧
帳
簿
、
家
屋
の
納
税
者
は
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間

　

４
月
1
日
㈮
～
５
月
31
日
㈫

◆
閲
覧
制
度

　

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
や
借

地
・
借
家
人
な
ど
は
、
関
係
す
る
固

定
資
産
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲

覧
で
き
ま
す
。

閲
覧
開
始
日

　

４
月
1
日
㈮

◆
共
通

縦
覧
・
閲
覧
場
所

　

課
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

縦
覧
・
閲
覧
申
請
に
必
要
な
物

　

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
や
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
免
許
証
な
ど

の
身
元
確
認
書
類

※
納
税
通
知
書
は
４
月
末
発
送
予
定

※
代
理
人
は
納
税
義
務
者
（
会
社
な

ど
の
場
合
は
そ
の
代
表
者
）
の
委

任
状
が
必
要

※
借
地
・
借
家
人
な
ど
は
そ
の
資
産

と
の
関
係
を
示
す
書
類
（
賃
貸
借

契
約
書
や
領
収
書
な
ど
）
が
必
要

※
借
地
・
借
家
人
の
場
合
、
縦
覧
期

間
中
で
あ
っ
て
も
対
象
物
件
１
件

に
つ
き
手
数
料
３
０
０
円
が
必
要

※
路
線
価
も
公
開

問
合
先

　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

門
真
市
水
道
事
業
ビ
ジ
ョ
ン

（
改
定
版
）
を
策
定

改
定
の
概
要

◦
水
需
要
予
測
、
財
政
計
画
な
ど
の

見
直
し

◦
広
域
連
携
に
関
す
る
項
目
の
新
設

◦
施
策
の
方
向
性
な
ど
を
見
直
し

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

経
営
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）３
１
３
１

下
水
道
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◆
下
水
道
整
備
区
域
の
拡
大

　

４
月
か
ら
く
み
取
り
便
所
の
水
洗

化
や
浄
化
槽
の
廃
止
が
可
能
と
な
る

地
域
が
広
が
り
ま
す
。

対
象
区
域

　

沖
町
、
北
島
町
、
桑
才
新
町
、
島

頭
２
丁
目
、
下
島
町
、
千
石
西
町
、

野
里
町
、
舟
田
町
、
三
ツ
島
３
丁

目
・
５
丁
目
の
各
一
部

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

◆
下
水
道
使
用
料

　

下
水
道
の
整
備
後
は
、
水
道
使
用

量
に
応
じ
て
下
水
道
使
用
料
の
負
担

が
必
要
で
す
。
水
洗
ト
イ
レ
に
切
り

替
え
て
い
な
い
家
庭
で
も
、
雑
排
水

は
下
水
道
管
を
通
り
処
理
場
で
浄
化

処
理
さ
れ
る
た
め
、
使
用
料
は
か
か

り
ま
す
。

◆
水
洗
化
は
３
年
以
内
に

　

下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
３
年
以
内
に
く
み
取
り
便
所

を
水
洗
化
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

４
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

常
称
寺
町
、
宮
野
町
、
朝
日
町
、

上
島
町
、
城
垣
町
、
北
巣
本
町

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者

　

㈱
星
和
管
工

　

千
石
西
町
15
︲
６

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

費
用

　

無
料

　
市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
合
先

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

狭
い
道
路
や
消
火
栓
付
近
の

駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

狭
い
道
路
や
消
火
栓
付
近
に
車
な

ど
を
駐
車
し
て
い
る
と
、
消
防
車
や

救
急
車
の
走
行
や
消
火
栓
の
使
用
に

支
障
が
で
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

被
害
を
最
小
限
に
抑
え
、
安
心
し

て
暮
ら
す
た
め
に
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
先　

門
真
消
防
署

　

☎
０
６（
６
９
０
５
）０
１
１
９

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

防
火
・
防
災
教
育
を
実
施
し

ま
し
ょ
う

　

火
災
防
止
の
た
め
に
、
定
期
的
な

教
育
や
消
防
訓
練
を
実
施
し
ま
し
ょ

う
。

◆
教
育
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

◦
火
災
予
防
の
基
礎

◦
作
業
な
ど
の
安
全
管
理

◦
震
災
対
策

◦
各
自
の
役
割
と
責
任

◦
消
防
用
設
備
な
ど
の
取
り
扱
い

問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
予
防
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
３
０
２

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合
議
会

定
例
会
の
会
議
結
果

　

３
年
12
月
24
日
に
定
例
会
が
開
催

さ
れ
、
専
決
処
分
の
報
告
、
２
年
度

歳
入
歳
出
決
算
お
よ
び
規
則
が
そ
れ

ぞ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

※
議
事
録
は
守
口
市
門
真
市
消
防
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

問
合
先　

守
口
市
門
真
市
消
防
組
合

消
防
本
部
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
１
２
３

賃
貸
住
宅
の
原
状
回
復
費
用
が

思
わ
ぬ
高
額
請
求
に

　

退
去
し
た
賃
貸
住
宅
の
修
繕
費

（
原
状
回
復
費
）
が
高
額
だ
と
い
う

ト
ラ
ブ
ル
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
原

状
回
復
に
関
す
る
考
え
方
は
、
国
土

交
通
省
の
「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト

ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ

た
め
に
は
、
入
居
時
に
部
屋
の
状
態

を
写
真
な
ど
に
残
し
、
事
前
に
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
通
常
損
耗
の
範
囲
や
負

担
区
分
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
傷
や
汚
れ
を
つ
け
な
い
よ
う

心
掛
け
て
生
活
す
る
こ
と
も
大
切
で

す
。
ペ
ッ
ト
や
煙
草
に
よ
る
汚
れ
や

臭
い
は
高
額
請
求
に
な
る
場
合
が
多

い
の
で
特
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
貸
主
が
契
約
書
な
ど
に
あ

ら
か
じ
め
負
担
内
容
を
特
約
で
定
め

て
い
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
に
従
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
契
約
書
や
重
要

事
項
説
明
書
を
よ
く
読
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

門
真
市
消
費
生
活
研
究
会

会
員
募
集

　

限
り
あ
る
地
球
の
資
源
を
有
効
に

繰
り
返
し
て
使
う
循
環
型
社
会
の
取

り
組
み
を
推
進
し
、
牛
乳
パ
ッ
ク
か

ら
の
手
す
き
ハ
ガ
キ
作
り
や
食
用
廃

油
の
回
収
、
味
噌
づ
く
り
な
ど
を
行

い
ま
す
。

費
用

　

年
会
費
１
２
０
０
円

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
研
究
会
・
葭
田

　

☎
０
９
０（
２
１
０
１
）５
９
４
４

市役所の時間外・日曜相談窓口（４月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

10日㈰・24日㈰
午前９時～正午
15日㈮
午後５時30分～７時

業�務内容　マイナンバーカードの交付・
再交付、電子証明書の発行・更新、暗
証番号の再設定・ロック解除、マイナ
ンバーに関する相談
※�混雑時には待ち時間が発生することが
あります。予めご了承ください
相談・問合先　市民課
　☎０６(６９０２)５８２１

国民年金

24日㈰
午前10時～午後３時

持�ち物　年金手帳またはマイナンバーカ
ードなど
※�離職した人、同世帯の代理人の申請時
は別途必要書類あり
問合先　市民課
　☎０６(６９０２)６００５

市税、国民健康
保険料、後期高
齢者医療保険料
納付

持�ち物　運転免許証など本人確認ができ
る物
相談・問合先　収納課
　☎０６(６９０２)５９３５

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸
籍謄本・抄本、戸籍附票の写し、印鑑の登録と廃止、年金現況届の
証明、住居表示証明書、身分に関する証明、不在住証明書、課税（
所得）証明書
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、住民票記載事項証明書印鑑登録
証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書
※�月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

年

金

人

権

税

金

上
下
水
道

消

防

消
費
生
活

5 広報かどま　令和４年（2022年）４月号


